
■凡例の説明

全期間入林禁止
自 H28.10. 1
至 H29. 3.31

前期間入林禁止
自 H28.10. 1
至 H28.12.28

後期間入林禁止
自 H29. 1. 4
至 H29. 3.31

環境省又は道庁に
よる狩猟規制区域

国立公園、鳥獣保護区等

○北海道発行の「鳥獣保護区等位置図」を併せてご確認下さい。

○可猟期間が市町村により異なっていますので、入林の際は注意して下さい。

○不明瞭な箇所等がありましたら、各森林管理(支)署へ問い合わせするようお願いします。

案内図掲示箇所

施錠ゲート

通行止め箇所
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